
農林水産省 





表 16 農林水産省における政策評価の結果及びこれらの政策への反映状況（個表） 

1 事前評価 

表 16－(1) 国営土地改良事業等を対象として評価を実施した政策（平成 28 年８月 31 日公表） 

政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト（農林水産省の公共事業を対象とする政策評価（事

前評価）） 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/kokyo/maff.html）参照 

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

1 
国営かんがい排水事業（直轄）（11

地区） 

11 地区を概算要求した。 

2 
国営農地再編整備事業（直轄）（1

地区） 

1 地区を概算要求した。 

3 
国営総合農地防災事業（直轄）（1

地区）

1地区を概算要求した。 

表 16－(2) 農業農村整備事業補助事業を対象として評価を実施した政策（平成 28 年 10 月 11 日、平成 29 年３月

31 日公表）

政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト（農林水産省の公共事業を対象とする政策評価（事

前評価）） 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/kokyo/maff.html）参照 

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

1 
農村地域防災減災事業（補助）（13 地

区） 

13 地区を採択した。 

2 
農業競争力強化基盤整備事業（補

助）（63 地区） 

63 地区を採択した。 

3 水利施設整備事業（補助）（1地区） 
１地区を採択した。 

表 16－(3) 林野公共事業を対象として評価を実施した政策（平成 29 年３月 31 日公表） 

政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト（農林水産省の公共事業を対象とする政策評価（事

前評価）） 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/kokyo/maff.html）参照 

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

1 
森林環境保全整備事業（直轄）（15 地

区） 

15 地区を採択した。 

2 
森林環境保全整備事業（補助）（22 地

区） 

22 地区を採択した。 

3 
水源林造成事業（国立研究開発法人

事業）（2地区） 

2 地区を採択した。 
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表 16－(4) 水産関係公共事業を対象として評価を実施した政策（平成 28 年８月 31 日、平成 28 年 10 月 11 日、平

成 29 年３月 31 日公表）  
政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト（農林水産省の公共事業を対象とする政策評価（事

前評価）） 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/kokyo/maff.html）参照 

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

1 
直轄特定漁港漁場整備事業（直轄）

（6地区） 

6 地区を概算要求した。 

2 
水産物供給基盤整備事業（補助）（7

地区） 

7 地区を採択した。 

3 
水産資源環境整備事業（補助）（16 地

区） 

16 地区を採択した。 

 

表 16－(5) 研究開発を対象として評価を実施した政策（平成 28 年 8 月 31 日公表） 
政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト（農林水産省の研究開発を対象とする政策評価（事

前評価）） 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/kenkyu/maff.html）参照 

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

1 
未来を開拓する農林水産業革新プ

ログラム事業（新規） 
評価結果を踏まえ、「戦略的プロジェクト研究推進事業」として一括

で平成 29 年度予算概算要求（2,151 百万円）を行った。（平成 29 年

度予算案額：1,050 百万円） 

2 

生産現場強化のための研究開発の

うち、農林水産業における昆虫等の

積極的利活用技術の開発（新規） 

3 
薬剤耐性問題に対応した家畜疾病

防除技術の開発（新規） 

4 

農林水産分野における気候変動対

応のための研究開発のうち、農林水

産分野における気候変動緩和技術

の開発（新規） 

5 
蚕業革命による新産業創出プロジ

ェクト（新規） 

 
表 16－(6) 規制を対象として評価を実施した政策（平成 29 年２月 21 日、平成 29 年２月 28 日公表） 

政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト（農林水産省の規制を対象とする政策評価） 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/kisei/maff.html）参照 

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

1 

海洋生物資源の保存及び管理に関

する法律第２条第６項の第１種特

定海洋生物資源の指定（対象の追

加） 

評価結果を踏まえ、平成 29 年 2 月 21 日から 3月 22 日まで「海洋生

物資源の保存及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令」に

ついての意見・情報の募集を実施した。 
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2 

農林物資の規格化等に関する法律

の一部改正に伴う登録試験業者制

度の創設 

評価結果を踏まえ、平成 29 年２月 28 日、「農林物資の規格化等に関

する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を

改正する法律案」を閣議決定した。 

 
表 16－(7) 租税特別措置等を対象として評価を実施した政策（11 措置 24 評価書）（平成 28 年８月 31 日、平成 29

年２月 10 日公表）  
政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト（農林水産省の租税特別措置等を対象とする政策評

価） 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/sotoku/maff.html）参照 

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

1 

中小企業者等が機械等を取得した場

合の特別償却又は法人税額等の特別

控除（中小企業投資促進税制） 
評価結果を踏まえ、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償

却又は法人税額等の特別控除（中小企業投資促進税制）（食品企業者

関係）の拡充・延長について、税制改正要望を行った。 
(ア) 食品企業者関係 

(イ) 農業者関係 

評価結果を踏まえ、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償

却又は法人税額等の特別控除（中小企業投資促進税制）（農業者関

係）の拡充・延長について、税制改正要望を行った。 

(ウ) 森林組合等関係 

評価結果を踏まえ、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償

却又は法人税額等の特別控除（中小企業投資促進税制）（森林組合等

関係）の拡充・延長について、税制改正要望を行った。 

(エ) 漁業協同組合等関係 

評価結果を踏まえ、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償

却又は法人税額等の特別控除（中小企業投資促進税制）（漁業協同組

合等関係）の拡充・延長について、税制改正要望を行った。 

2 
肉用牛の売却による農業所得の課税

の特例 

評価結果を踏まえ、肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の延

長について、税制改正要望を行った。 

3 

特定の事業用資産の買換え・交換の

場合の譲渡所得の課税の特例措置 評価結果を踏まえ、特定の事業用資産の買換え・交換の場合の譲渡所

得の課税の特例措置（市街化区域等の内外の土地等）の延長について、

税制改正要望を行った。 (ア) 市街化区域等の内外の土地等 

(イ) 農用地区域内にある土地等 

評価結果を踏まえ、特定の事業用資産の買換え・交換の場合の譲渡

所得の課税の特例措置（農用地区域内にある土地等）の延長につい

て、税制改正要望を行った。 

(ウ) 漁船 

評価結果を踏まえ、特定の農業用資産の買換え及び交換の場合の譲

渡所得の課税の特例（漁船）の延長について、税制改正要望を行っ

た 
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4 
企業年金等の積立金に対する特別法

人税の撤廃 

評価結果を踏まえ、企業年金等の積立金に対する特別法人税の撤廃

について、税制改正要望を行った。 

5 

特定中小企業者等が経営改善設備を

取得した場合の特別償却又は法人税

額等の特別控除（商業・サービス業・

農林水産業活性化税制） 

評価結果を踏まえ、特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場

合の特別償却又は法人税額等の特別控除（商業・サービス業・農林

水産業活性化税制）（食品企業者関係）の延長について、税制改正要

望を行った。 

(ア) 食品企業者関係 

(イ) 農林水産業関係 

評価結果を踏まえ、特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場

合の特別償却又は法人税額等の特別控除（商業・サービス業・農林

水産業活性化税制）（農林水産業関係）の延長について、税制改正要

望を行った。 

6 

中小企業等の貸倒引当金の特例 評価結果を踏まえ、中小企業等の貸倒引当金の特例（農業協同組合

等）の延長について、税制改正要望を行った。 

(ア) 農業協同組合等 

(イ) 森林組合等 

評価結果を踏まえ、中小企業等の貸倒引当金の特例（森林組合等）

の延長について、税制改正要望を行った。 

(ウ) 漁業協同組合等 

評価結果を踏まえ、中小企業等の貸倒引当金の特例（漁業協同組合

等）の延長について、税制改正要望を行った。 

7 
農業経営基盤強化準備金及び農用地

等を取得した場合の課税の特例 

評価結果を踏まえ、農業経営基盤強化準備金及び農用地等を取得し

た場合の課税の特例の拡充・延長について、税制改正要望を行っ

た。 

8 

特定地域における工業用機械等に係

る割増償却制度 

評価結果を踏まえ、特定地域における工業用機械等に係る割増償却

制度（振興山村における工業用機械等の割増償却）の延長につい

て、税制改正要望を行った。 
(ア) 振興山村における工業用機械

等の割増償却 

(イ) 過疎地域における事業用設備

等に係る特別償却 

評価結果を踏まえ、特定地域における工業用機械等に係る割増償却

制度（過疎地域における事業用設備等に係る特別償却）の拡充・延

長について、税制改正要望を行った。 

(ウ) 奄美群島における工業用機械

等に係る割増償却制度 

評価結果を踏まえ、特定地域における工業用機械等に係る割増償却

制度（奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度）の延長

について、税制改正要望を行った。 
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(エ) 半島振興対策実施地域におけ

る工業用機械等に係る割増償却制度 

評価結果を踏まえ、特定地域における工業用機械等に係る割増償却

制度（半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却

制度）の延長について、税制改正要望を行った。 

(オ) 離島振興対策実施地域におけ

る工業用機械等に係る割増償却制度 

評価結果を踏まえ、特定地域における工業用機械等に係る割増償却

制度（離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却

制度）の延長について、税制改正要望を行った。 

9 

試験研究を行った場合の法人税額等

の特別控除 

評価結果を踏まえ、試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除

の拡充・延長について、税制改正要望を行った。 

中小企業者等の試験研究費に係る特

例措置の拡充及び延長 

評価結果を踏まえ、中小企業者等の試験研究費に係る特例措置の拡

充・延長について、税制改正要望を行った。 

10 

森林法等の改正に伴う税制上の措置

（森林経営計画関係）のうち、農地保

有の合理化等のために農地等を譲渡

した場合の譲渡所得の特別控除 

評価結果を踏まえ、森林法等の改正に伴う税制上の措置について、

税制改正要望を行った。 

11 
認定事業再編事業者を対象とする割

増償却の特例 

評価結果を踏まえ、認定事業再編事業者を対象とする割増償却の特

例の新設について、税制改正要望を行った。 

 
2 事後評価     

     

表 16－(8) 実績評価方式により評価を実施した政策（目標管理型の政策評価）（平成 28 年８月 31 日公表） 

政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト（農林水産省の政策体系一覧）

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/maff_h27.html）参照 

№ 政策の名称 

政策評

価の結

果 

評価結

果の反

映状況 

政策評価の結果の政策への反映状況 

1 

【政策分野（1）】 

国際的な動向等

に対応した食品

の安全確保と消

費者の信頼の確

保 

相当程

度進展

あり 

改善・

見直し 

評価結果を踏まえて以下の措置を行った。 

＜予算＞ 

・農林水産省ガイドラインに則したＧＡＰの普及・拡大を図るた

め、引き続き、生産者向け研修会や指導者の育成を行う「産地活性

化総合対策事業（継続）（0135）」のうちＧＡＰ体制強化・供給拡大

事業について、平成 29 年度予算概算要求（60 百万円）を行った。

（平成 29 年度予算案額：56 百万円）。 

・平成 28 年６月に行われた行政事業レビュー（公開プロセス）にお

いて対象となった「食品の品質管理体制強化対策事業(0019)」につ

いて、外部有識者の「研修やセミナーが HACCP 導入率に影響するま

での中間アウトカムを設定すべき。」等の指摘を踏まえ、28 年度事

業の実施の中で研修主体ごとに研修受講者が HACCP に取り組むよう

になったかの確認を行い、その結果を基に中間アウトカムの設定に
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ついて検討し、29 年度事業を行うに当たって対応することとした。 

・「トレーサビリティ対策事業（0003）」は、平成 28 年度農林水産省

行政事業レビュー公開プロセスにおいて、「事業内容の一部改善」と

の評価結果となった。外部有識者の「競争性の確保。」等の指摘を踏

まえ、公募の公告時期の早期化、公告期間の延長について検討した

ほか、事業者に対するヒアリング又はアンケート調査を実施し、可

能な改善策についての検討等を行った。 

・食品トレーサビリティの取組を促進するため、地域段階における

食品トレーサビリティの普及推進活動を支援する「食品トレーサビ

リティの普及促進（継続）（消費・安全対策交付金（0047））」につい

て、平成 29 年度予算概算要求（2,200 百万円の内数）を行った。

（平成 29 年度予算案額：1,910 百万円の内数）。 

＜その他（法令、組織、定員等）＞ 

・GAP の運営主体である都道府県、ＪＡに対し、ガイドラインへの

準拠状況を確認し、ガイドラインに準拠した GAP の名称等を公表し

た。また、準拠していない GAP については、取組項目の追加等の検

討を働きかけている。 

・卸売業者、小売業者及び外食産業事業者等の内部トレーサビリテ

ィの取組を促進するため、特に取組率の低い中小企業に着目し、こ

れらの中小企業が参加するセミナー等の場での食品トレーサビリテ

ィ「実践的なマニュアル」の説明による普及啓発等を図っている。 

＜事前分析表の変更＞ 

・目標値の達成状況を踏まえ、基準値及び目標値の見直しを行っ

た。 

2 

【政策分野（2）】 

幅広い関係者に

よる食育の推進

と国産農産物の

消費拡大、「和食」

の保護・継承 

相当程

度進展

あり 

改善・

見直し 

評価結果を踏まえて以下の措置を行った。 

＜予算＞ 

・食料・農業・農村基本計画における国産農産物の消費拡大を目指

す取組の推進や第３次食育推進基本計画において掲げられた学校給

食における地場産物等を使用する割合を増やすという目標の達成を

図るため、引き続き、国産農産物の利用を積極的に進める食品関連

事業者等の取組を後押しするための表彰等の実施や、学校給食等へ

の地場食材の供給の取組をはじめとした地産地消の取組を推進する

ためのコーディネーターの育成等を支援する「日本の食消費拡大国

民運動推進事業（継続）（新 28-0003）」について、平成 29 年度予算

概算要求（311 百万円）を行った（平成 29 年度予算案額：288 百万

円）。 

・これまでの食育の推進の成果と食をめぐる状況や諸課題を踏まえ

つつ、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、新た

に、平成 28 年３月 18 日に食育推進会議にて決定された「第３次食

育推進基本計画」の目標のうち、食文化の継承等当省関連の目標達

成に向けて、地域の関係者が連携して取り組む、地域食文化の継

承、和食給食の普及、共食機会の提供、食品ロスの削減、農林漁業
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体験の提供、地域で食育を推進するリーダーの育成等の食育活動を

支援する「地域の魅力再発見食育推進事業（新規）（新 29-0002）」

について、平成 29 年度予算概算要求（400 百万円）を行った（平成

29 年度予算案額：280 百万円）。 

＜事前分析表の変更＞ 

・目標値の達成状況及び平成 28 年３月に決定された「第３次食育推

進基本計画」を踏まえ、基準値及び目標値の見直しを行うととも

に、目標及び測定指標の新設を行った。 

3 

【政策分野（3）】 

生産・加工・流通

過程を通じた新

たな価値の創出

による需要の開

拓 

相当程

度進展

あり 

改善・

見直し 

評価結果を踏まえて以下の措置を行った。 

＜予算＞ 

・６次産業化の市場規模が拡大した結果を踏まえ、これを更に促進

するため、引き続き農林漁業者等と多様な事業者がネットワークを

構築して取り組む新商品開発や販路開拓、加工・販売施設等の整備

等を支援する「６次産業化ネットワーク推進対策事業（継続）

（0016）」について、平成 29 年度予算概算要求（2,156 百万円）を

行った（平成 29 年度予算案額：1,909 百万円）。 

・食品関連事業者と農業者の連携に向けての商談件数が増加した結

果を踏まえ、これを更に促進するため、目標値の設定方法を見直す

とともに、引き続き６次産業化に取り組む農林漁業者等の支援体制

の整備、６次産業化ネットワーク活動の全国的な推進に向けた優良

事例の収集・提供及び啓発セミナーの開催等を支援する「６次産業

化サポート事業（継続）（0018）」について、平成 29 年度予算概算要

求（399 百万円）を行った（平成 29 年度予算案額：379 百万円）。 

＜事前分析表の変更＞ 

・目標値の達成状況及び平成 27 年４月に決定された「サービス産業

チャレンジプログラム」を踏まえ、目標値の設定方法及び目標値の

見直しを行うとともに、測定指標の新設を行った。 

4 

【政策分野（4）】 

グローバルマー

ケットの戦略的

な開拓 

目標達

成 

改善・

見直し 

評価結果を踏まえて以下の措置を行った。 

＜予算＞ 

・農林水産物・食品の輸出額が３年連続で増加し、過去最高となっ

た結果を踏まえ、平成 28 年５月に取りまとめられた「農林水産業の

輸出力強化戦略」に基づき、更なる輸出促進を図るため、新たに輸

出に取り組む事業者の裾野を広げるとともに、多くの輸出機会を創

出し、川上から川下に至るまでの総合的なビジネスサポートを強化

する取組を支援する「輸出総合サポートプロジェクト（拡充）

（0026）」について、平成 29 年度予算概算要求（1,747 百万円）を

行った（平成 29 年度予算案額：1,601 百万円）。 

・農林水産物・食品の輸出額が３年連続で増加し、過去最高となっ

た結果を踏まえ、現在支援対象としている国際空港近辺の卸売市場

に加え、新たに国際港湾近辺の卸売市場から国産農産物等を輸出す

る構想を推進するための調査と計画策定を支援するとともに、卸売

業者や仲卸業者等が輸出対応型の品質管理高度化設備を導入する取
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組を支援する「国際農産物等市場構想推進事業（拡充）（0036）」に

ついて、平成 29 年度予算概算要求（372 百万円）を行った（平成 29

年度予算案額：220 百万円）。 

・アジアにおける我が国食品産業の現地法人数の増加傾向が維持さ

れた結果を踏まえ、測定指標及び目標値を見直すとともに、これを

更に促進するため、海外展開を図る食品関連事業者に対し、現地の

消費者の特徴や想定市場規模等の調査、海外進出・現地展開に係る

豊富な専門知識や経験を持つ人材派遣、食品関連事業者間の連携先

開拓を目的とした国内外の展示会・商談会の開催等を通じ、事業検

討段階から現地法人立ち上げ後までの一貫した支援を行う「食品産

業グローバル展開推進事業（拡充）（0029）」について、平成 29 年度

予算概算要求（208 百万円）を行った（平成 29 年度予算案額：188

百万円）。 

・地理的表示が 10 都道府県 12 産品の登録に至った結果を踏まえ、

地理的表示（GI）保護制度による知的財産保護を、地域農業・食品

産業の活性化につなげていくため、生産者の GI 保護制度活用に向け

た相談体制を充実するとともに、国内のみならず海外の流通業者や

消費者等に向け日本の GI 産品の詳細な情報の発信等を行う「地理的

表示（GI）等活用総合対策事業（拡充）（新 28-0008）」について、

平成 29 年度予算概算要求（191 百万円）を行った（平成 29 年度予

算案額：174 百万円）。事業名は概算決定時に「地理的表示保護制度

活用総合推進事業」とした。 

＜その他（法令、組織、定員等）＞ 

・地理的表示が 10 都道府県 12 産品の登録に至った結果を踏まえ、

GI 制度の適切な運用を図るため、地理的表示審査官の増員を要求す

るとともに、地方農政局等に GI 産品の管理等を行う者の配置を要求

した。 

＜事前分析表の変更＞ 

・目標値の達成状況及び平成 28 年５月に取りまとめられた「農林水

産業の輸出力強化戦略」を踏まえ、測定指標の見直しを行った。 

5 

【政策分野（6）】 

力強く持続可能

な農業構造の実

現に向けた担い

手の育成・確保等 

目標達

成 

引き続

き推進 

評価結果を踏まえて以下の措置を行った。 

＜予算＞ 

・平成 28 年６月に行われた行政事業レビュー（公開プロセス）にお

いて対象となった「収入保険制度検討調査費（0081）」について、収

入保険制度の仕組みの検討に当たって、モラルハザードの防止策が

必要等の要請を受けたことについては、今後、制度の検討を進める

中で、適切に対応する。なお、収入保険制度の関連予算について

は、平成 29 年度予算編成過程において、制度設計等と併せて検討を

進めることとしている。 

6 

【政策分野（7）】 

担い手への農地

集積・集約化と農

相当程

度進展

あり 

改善・

見直し 

評価結果を踏まえて以下の措置を行った。 

＜予算＞ 

・荒廃農地の解消を推進するため、既存の耕作放棄地再生利用緊急
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地の確保 対策交付金に荒廃農地の発生を予防するための簡易な再生作業の追

加等を行い、新たに「荒廃農地等利活用促進交付金（新規）（新 29-

0007）」として、平成 29 年度予算概算要求（381 百万円）を行った

（平成 29 年度予算案額：231 百万円）。 

＜事前分析表の変更＞  

・目標値の達成状況、平成 28 年８月に閣議決定された「土地改良長

期計画」等を踏まえ、測定指標の見直しを行った。 

7 

【政策分野（8）】 

構造改革の加速

化や国土強靱化

に資する農業生

産基盤整備の推

進 

相当程

度進展

あり 

改善・

見直し 

評価結果を踏まえて以下の措置を行った。 

＜予算＞ 

・良好な営農条件を備えた農地を確保するため、新たに工事コスト

の低減に寄与する支援を行う「農業競争力強化基盤整備事業（拡

充）（0115）」について、平成 29 年度概算要求（46,179 百万円）を

行った（平成 29 年度予算案額：42,077 百万円）。 

・農業水利施設の機能診断及び劣化の状況に応じた補修・更新等を

行うことによる長寿命化とライフサイクルコスト低減を図る戦略的

な保全管理を強化するため、新たに事業対象となる施設整備等を追

加する「農業用用排水施設の整備・保全（直轄）（拡充）（0108）」に

ついて、平成 29 年度概算要求（66,234 百万円）を行った（平成 29

年度予算案額：53,598 百万円）。 

・農地及び周辺地域の湛水被害等の防止を図るため、新たに事業対

象となる整備等を追加する「農地の防災保全（補助）（拡充）

（0109）」について、平成 29 年度概算要求（59,341 百万円）を行っ

た（平成 29 年度予算案額：51,081 百万円）。 

＜事前分析表の変更＞ 

・目標値の達成状況、平成 28 年８月に閣議決定された「土地改良長

期計画」等を踏まえ、測定指標の見直しを行った。 

8 

【政策分野（9）】 

需要構造等の変

化に対応した生

産・供給体制の改

革 

相当程

度進展

あり 

改善・

見直し 

評価結果を踏まえて以下の措置を行った。 

＜予算＞ 

・繁殖基盤の強化に向けて、引き続き、地域での収益力を向上させ

るための施設整備や和子牛生産を拡大するための和牛受精卵の活用

を支援する「畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業（継続）

（0148）」について、平成 28 年度補正予算（73,181 百万円）を措置

した。 

・自給飼料生産の一層の拡大等を図るため、引き続き「飼料増産総

合対策事業（継続）（0130、0133、0136）」について、平成 29 年度予

算概算要求（1,011 百万円）を行った。（平成 29 年度予算案額：

1,011 百万円）。 

・肉用子牛生産者補給金制度等を実施し、肉用牛子牛生産の安定を

図るため、引き続き「牛肉等関税財源畜産業振興対策交付金（継

続）（0125）」について、平成 29 年度予算概算要求（99,276 百万

円）を行った。（平成 29 年度予算案額：35,281 百万円）。 

・茶園の改植等による優良品種への転換や高品質化を加速化するた
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め、支援単価の改定や高付加価値化に必要な資材の導入に対する支

援に係る見直しを行い、「茶改植等支援事業（継続）（0138）」につい

て、平成 29 年度予算概算要求（627 百万円）を行った。（平成 29 年

度予算案額）：616 百万円） 

9 

【政策分野（11）】 

先端技術の活用

等による生産・流

通システムの革

新等 

進展が

大きく

ない 

改善・

見直し 

評価結果を踏まえて以下の措置を行った。 

＜予算＞ 

・農林水産省ガイドラインに則したＧＡＰの普及・拡大を図るた

め、引き続き、生産者向け研修会や指導者の育成を行う「産地活性

化総合対策事業（継続）（0135）」のうちＧＡＰ体制強化・供給拡大

事業について、平成 29 年度予算概算要求（60 百万円）を行った。

（平成 29 年度予算案額：56 百万円）。 

・「産地リスク軽減技術総合対策事業（0183）」は、平成 28 年度行政

事業レビュー（公開プロセス）において「廃止」と評価されたこと

から、平成 28 年度限りで廃止とした。 

・また、生産資材価格形成の仕組みの見直しの観点から、生産コス

ト削減に資するため、農業生産資材価格「見える化」推進事業（新

規）について、平成 28 年度補正予算（50 百万円）を措置した。 

＜その他（法令、組織、定員等）＞ 

・GAP の運営主体である都道府県、ＪＡに対し、ガイドラインへの

準拠状況を確認し、ガイドラインに準拠した GAP の名称等を公表し

た。また、準拠していない GAP については、取組項目の追加等の検

討を働きかけている。 

10 

【政策分野（13）】 

農業の自然循環

機能の維持増進

とコミュニケー

ション 

目標達

成 

改善・

見直し 

評価結果を踏まえて以下の措置を行った。 

＜予算＞ 

・環境保全効果の高い営農活動を推進するため、引き続き、化学肥

料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて行う地球

温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動を支援する「環

境保全型農業直接支払交付金（0188）」について、平成 29 年度予算

概算要求（2,716 百万円）を行った。（平成 29 年度予算案額：2,410

百万円）。 

・オーガニック・エコ農産物の国内シェアを拡大するため、引き続

き、生産者と実需者の連携を促進し円滑なビジネス環境を整えると

ともに、新規就農・転換者の定着・拡大や地域の生産供給拠点を構

築するための取組を支援する「オーガニック・エコ農産物安定供給

体制構築事業（新 28-0026）」について、平成 29 年度予算概算要求

（102 百万円）を行った。（平成 29 年度予算案額：99 百万円）。 

11 

【政策分野（14）】 

地域コミュニテ

ィ機能の発揮等

による地域資源

の維持・継承等 

目標達

成 

改善・

見直し 

評価結果を踏まえて以下の措置を行った。 

＜予算＞ 

・農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、多様な主体の

参画を得て取り組む地域の共同活動を支援する「多面的機能支払交

付金（継続）（0191)」について、平成 29 年度概算要求（50,251 百

万円）を行った（平成 29 年度予算案額：48,251 百万円）。 
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・実施隊未設置市町村であって比較的被害が大きい市町村を中心と

した鳥獣被害対策を推進するため、鳥獣被害対策実施隊の設置を促

進するとともに、実施隊を中心とした地域ぐるみでの被害防止の取

組を支援する「鳥獣被害防止総合対策交付金（継続）（0190）」につ

いて、平成 29 年度概算要求（11,000 百万円）を行った（平成 29 年

度予算案額：9,500 百万円）。 

＜事前分析表の変更＞ 

・目標値の達成状況、平成 28 年８月に閣議決定された「土地改良長

期計画」を踏まえ、測定指標の見直しを行った。 

12 

【政策分野（15）】 

多様な地域資源

の積極的活用に

よる雇用と所得

の創出 

相当程

度進展

あり 

改善・

見直し 

評価結果を踏まえて以下の措置を行った。 

＜予算＞ 

・平成 28 年６月に行われた行政事業レビュー（公開プロセス）にお

いて対象となった「小水力等再生可能エネルギー導入推進事業

（0194）」について、今後は、施設設計等の成果指標を考えるべき等

の指摘を踏まえ、新指標を「農業水利施設を活用した小水力等発電

電力量のかんがい排水に用いる電力量に占める割合」とし、計画作

成した地域において発電施設の導入を着実に進めることとした。 

・バイオマス産業都市が新たに 12 地域選定され、計 34 地域（52 市

町村）となった結果を踏まえ、これを更に拡大し、農山漁村に存在

する再生可能なバイオマス資源を最大限活用した新たな産業・雇用

の創出により農山漁村の活性化を図るため、新たにバイオマス産業

都市構想の実現に向けた情報発信や指導等の取組を支援するととも

に、バイオマス産業都市として選定された地域におけるプロジェク

トの推進に必要な調査・設計、施設整備等を支援する「地域バイオ

マス利活用推進事業（新規）（新 29-0012）」について、平成 29 年度

予算概算要求（700 百万円）を行った（平成 29 年度予算案額：480

百万円）。 

・再生可能エネルギーを活用した取組を行う地区数が 32 地区とな

り、また、その取組の検討に着手している地区が 132 地区となった

結果を踏まえ、農山漁村に存在する資源を活用した再生可能エネル

ギーの導入拡大により農山漁村の活性化を図るため、引き続き農林

漁業者やその組織する団体、農山漁村の集落・集団等が行う再生可

能エネルギーの取組について、事業構想づくりから運転開始・利用

に至るまでに必要となる様々な取組や手続を支援する「農山漁村活

性化再生可能エネルギー総合推進事業（継続）（0197）」について、

平成 29 年度予算概算要求（103 百万円）を行った（平成 29 年度予

算案額：96 百万円）。 

＜事前分析表の変更＞ 

・目標値の達成状況及び平成 28 年８月に閣議決定された「土地改良

長期計画」を踏まえ、測定指標の見直しを行った。 

13 
【政策分野（16）】 

多様な分野との

目標達

成 

改善・

見直し 

評価結果を踏まえて以下の措置を行った。 

＜予算＞ 
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連携による都市

農村交流や農村

への移住・定住等 

・都市農業の理解の促進を強化するため、新たに、都市農地の機能

発揮のための取組への支援等を行う「都市農業機能発揮対策事業

（拡充）（0202)」について、平成 29 年度概算要求（291 百万円）を

行った（平成 29 年度予算案額：160 百万円）。 

＜事前分析表の変更＞ 

・目標値の達成状況、平成 28 年３月に策定された「明日の日本を支

える観光ビジョン」を踏まえ、目標の見直しを行った。 

14 
【政策分野（20）】 

水産資源の回復 

相当程

度進展

あり 

改善・

見直し 

評価結果を踏まえて以下の措置を行った。 

＜予算＞ 

・広域・重要資源に係る計画作成の指導及び改良漁具の導入に係る

実証調査、個別割当（IQ）方式の効果実証、資源管理計画等の評

価・検証及び高度化の取組を支援し、水産資源の維持回復を図るた

め、引き続き「資源管理体制高度化推進事業（継続）（0267）」、「資

源管理指針等高度化推進事業（継続）（0268）」について、平成 29 年

度概算要求（406 百万円及び 50 百万円）を行った。（平成 29 年度予

算案額：366 百万円及び 45 百万円） 

・「種苗放流等による資源造成の推進と環境負荷の少ない持続的な養

殖業の確立」を達成するため、引き続き、「増殖対策（継続）

（0266）」及び「養殖対策（継続）（0265）」について、平成 29 年度

概算要求（590 百万円及び 254 百万円）を行った。（平成 29 年度予

算案額：489 百万円及び 236 百万円） 

15 
【政策分野（21）】 

漁業経営の安定 

相当程

度進展

あり 

改善・

見直し 

評価結果を踏まえて以下の措置を行った。 

＜予算＞ 

・各年度 2,000 人の新規漁業就業者数を確保するため、引き続き漁

業への就業を希望する者が経験ゼロからでも円滑に漁業へ就業でき

るよう、就業準備段階における資金の給付や就業相談会等の開催、

漁業現場での実地による長期研修等を行う「新規漁業就業者総合支

援事業（新規・拡充）（0290）」について、平成 29 年度概算要求

（1,078 百万円）を行った。（平成 29 年度予算案額：927 百万円） 

・漁業者等に対し低利の施設資金等の融通を円滑にすることにより

漁業経営の安定を図る「漁業経営金融支援事業（継続）（0276）」

について、29 年度予算概算要求（509 百万円）を行った。（平成 29

年度予算案額：475 百万円） 

16 

【政策分野（22）】 

漁村の健全な発

展 

相当程

度進展

あり 

改善・

見直し 

評価結果を踏まえて以下の措置を行った。 

＜予算＞ 

・「行政事業レビュー（公開プロセス）」に対する対応方向 

平成 28 年６月に行われた農林水産省行政事業レビュー（公開プロセ

ス）において、「水産基盤整備事業（補助）（0303）」については、成

果がより判り易くなるようアウトカム指標の改善が必要等の指摘が

なされた。 

現在、次期漁港漁場整備長期計画（平成 29 年度～平成 33 年度閣議

決定）に向け、水産政策審議会（うち漁港漁場整備分科会）におい
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て、検討を進めているところであるが、水産基盤整備事業（補助）

は当該長期計画を踏まえ実施される事業であることから、行政事業

レビューのアウトカム目標は当該長期計画の設定と整合させる必要

がある。このため、今般の行政事業レビューにおけるアウトカム指

標の改善については、当該長期計画の検討と並行して行うこととし

て、その結果を踏まえ、平成 29 年度のレビューシートから反映させ

ることとする。 

・水産物の消費拡大と安全な水産物の安定供給のため、国産水産物

の流通促進と消費拡大に向け、引き続き「国産水産物流通促進事業

（継続）（0310）」について、平成 29 年度概算要求（821 百万円）を

行った。（平成 29 年度予算案額：800 百万円） 

 
表 16－(9)  国営土地改良事業等を対象として評価を実施した政策（期中）（平成 28 年８月 31 日公表） 
政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト（農林水産省の未着手・未了の政策を対象とする政

策評価（事後評価）） 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/miryo/maff.html）参照 

№ 政策の名称 
政策評価

の結果 
政策評価の結果の政策への反映状況 

1 
国営かんがい排水事業

（直轄）（6地区） 

継続が妥

当（6 地

区） 

【引き続き推進】 

6 地区を継続した。 

2 
国営総合農地防災事業

（直轄）（2地区） 

継続が妥

当（2 地

区） 

【引き続き推進】 

2 地区を継続した。 

3 
直轄海岸保全施設整備

事業（直轄）（1地区） 

継続が妥

当（1 地

区） 

【引き続き推進】 

1 地区を継続した。 

 
表 16－(10)  農業農村整備事業補助事業を対象として評価を実施した政策（期中）（平成 29 年３月 31 日公表） 
政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト（農林水産省の未着手・未了の政策を対象とする政

策評価（事後評価）） 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/miryo/maff.html）参照 

№ 政策の名称 
政策評価

の結果 
政策評価の結果の政策への反映状況 

1 
農業競争力強化基盤整

備事業（補助）（9地区） 

継続が妥

当（9 地

区） 

【引き続き推進】 

9 地区を継続した。 

2 
農村地域防災減災事業

（補助）（7地区） 

継続が妥

当（7 地

区） 

【引き続き推進】 

７地区を継続した。 
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表 16－(11) 林野公共事業を対象として評価を実施した政策（期中）（平成 28 年８月 31 日、平成 29 年３月 31 日公

表） 
政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト（農林水産省の未着手・未了の政策を対象とする政

策評価（事後評価）） 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/miryo/maff.html）参照 

№ 政策の名称 
政策評価

の結果 
政策評価の結果の政策への反映状況 

1 
国有林直轄治山事業

（直轄）（2地区） 

計画変更

の上、継

続が妥当

（2地

区） 

【改善・見直し】 

2 地区を計画変更した。 

2 
民有林直轄治山事業

（直轄）（1地区） 

計画を変

更の上、

継続が妥

当（1地

区） 

【改善・見直し】 

1 地区を計画変更した。 

3 
直轄地すべり防止事業

（直轄）（1地区） 

計画を変

更の上、

継続が妥

当（1地

区） 

【改善・見直し】 

1 地区を計画変更した。 

4 
民有林補助治山事業

（補助）（3地区） 

継続が妥

当（1地

区） 

計画を変

更の上、

継続が妥

当（2地

区） 

【引き続き推進】 

1 地区を継続した。 

【改善・見直し】 

2 地区を計画変更した。 

5 

水源林造成事業（国立

研究開発法人事業）（22

地区） 

継続が妥

当（22 地

区） 

【引き続き推進】 

22 地区を継続した。 

 
表 16－(12)  水産関係公共事業を対象として評価を実施した政策（期中）（平成 28 年８月 31 日、平成 29 年３月 31

日公表） 
政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト（農林水産省の未着手・未了の政策を対象とする政

策評価（事後評価）） 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/miryo/maff.html）参照 
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№ 政策の名称 
政策評価

の結果 
政策評価の結果の政策への反映状況 

1 
直轄特定漁港漁場整備

事業（直轄）（5地区） 

継続が妥

当（2地

区） 
計画を変

更の上、

継続が妥

当（3地

区） 

【引き続き推進】 

2 地区を継続した。 

【改善・見直し】 

3 地区を計画変更した。 

2 
水産物供給基盤整備事

業（補助）（5地区） 

継続が妥

当（3地

区） 

計画を変

更の上、

継続が妥

当（2地

区） 

【引き続き推進】 

3 地区を継続した。 

【改善・見直し】 

2 地区を計画変更した。 

3 
水産資源環境整備事業

（補助）（12 地区） 

継続が妥

当（5地

区） 

計画を変

更の上、

継続が妥

当（7地

区） 

【引き続き推進】 

5 地区を継続した。 

【改善・見直し】 

7 地区を計画変更した。 

4 
海岸保全施設整備事業

（補助）（1地区） 

計画を変

更の上、

継続が妥

当（1地

区） 

【改善・見直し】 

1 地区を計画変更した。 

 
表 16－(13) 国営土地改良事業等を対象として評価を実施した政策（完了後）（平成 28 年８月 31 日公表） 
政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト（農林水産省の完了後・終了時の政策を対象とする

政策評価（事後評価）） 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/kanryogo/maff.html）参照 

№ 政策の名称 
政策評価

の結果 
政策評価の結果の政策への反映状況 

1 
国営かんがい排水事業

（直轄）（9地区） 

一定の事

業効果の

発現が認

められる

関係機関や地元農家と連携を図り、地域農業の発展に向けた活動の推

進に努める。 
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（9地

区） 

2 
国営総合農地防災事業

（直轄）（1地区） 

一定の事

業効果の

発現が認

められる

（1地

区） 

関係機関や地元農家と連携を図り、地域農業の発展に向けた活動の推

進に努める。 

3 

独立行政法人水資源機

構事業（独立行政法人

事業）（1地区） 

一定の事

業効果の

発現が認

められる

（1地

区） 

関係機関や地元農家と連携を図り、地域農業の発展に向けた活動の推

進に努める。 

4 
農用地総合整備事業

（直轄）（2地区） 

一定の事

業効果の

発現が認

められる

（2地

区） 

関係機関や地元農家と連携を図り、地域農業の発展に向けた活動の推

進に努める。 

 
表 16－(14)  農業農村整備事業補助事業を対象として評価を実施した政策（完了後）（平成 29 年３月 31 日公表） 
政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト（農林水産省の完了後・終了時の政策を対象とする

政策評価（事後評価）） 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/kanryogo/maff.html）参照 

№ 政策の名称 
政策評価

の結果 
政策評価の結果の政策への反映状況 

1 
かんがい排水事業（補

助）（3地区） 

一定の事

業効果の

発現が認

められる

（3地区） 

今後も整備を推進することにより、農業経営の効率化や安定化に努

める。 

2 
経営体育成基盤整備事
業（補助）（10 地区） 

一定の事

業効果の

発現が認

められる

（ 10 地

区） 

今後も整備を推進することにより、経営規模の拡大等を図り、地域農

業構造の改善に努める。 

3 
畑地帯総合整備事業（補
助）（4地区） 

一定の事

業効果の

発現が認

められる

今後も整備を推進することにより、農業経営の安定や地域の中心とな

る経営体の育成に努める。 
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（4地区） 

4 
農道整備事業（補助）（2
地区） 

一定の事

業効果の

発現が認

められる

（2地区） 

今後も整備を推進することにより、農業経営の効率化を図るととも

に、長寿命化の推進に努める。 

5 
中山間地域総合整備事
業（補助）（3地区） 

一定の事

業効果の

発現が認

められる

（3地区） 

今後も整備を推進することにより、中山間地域の農業・農村の活性化

に努める。 

6 
農地防災事業（補助）（3
地区） 

一定の事

業効果の

発現が認

められる

（3地区） 

今後も整備を推進することにより、農業生産の維持、農業経営の安定

化及び地域住民の生活環境の向上に努める。 

 

7 

草地畜産基盤整備事業
（補助）（1地区） 

一定の事

業効果の

発現が認

められる

（1地区） 

今後も整備を推進することにより、飼料自給率の向上を図りつつ、生

産コストの低減や経営規模の拡大に努める。 

 
表 16－(15)  林野公共事業を対象として評価を実施した政策（完了後）（平成 28 年８月 31 日、平成 29 年３月 31

日公表） 
政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト（農林水産省の完了後・終了時の政策を対象とする

政策評価（事後評価）） 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/kanryogo/maff.html）参照 

№ 政策の名称 
政策評価

の結果 
政策評価の結果の政策への反映状況 

1 
国有林直轄治山事業

（直轄）（3地区） 

一定の事

業効果の

発現が認

められる

（3地

区） 

森林の水源涵養機能等を維持させていくため、施設の維持管理を行う

とともに、森林整備の適切な実施及び地域防災対策との連携に努め

る。 

2 
民有林直轄治山事業

（直轄）（2地区） 

一定の事

業効果の

発現が認

められる

（2地

区） 

森林の水源涵養機能等を維持させていくため、施設の維持管理を行う

とともに、森林整備の適切な実施及び地域防災対策との連携に努め

る。 
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3 
森林環境保全整備事業

（直轄）（8地区） 

一定の事

業効果の

発現が認

められる

（8地

区） 

森林の水源涵養機能等を維持させていくため、施設の維持管理を行う

とともに、森林整備の適切な実施に努める。 

4 
民有林補助治山事業
（補助）（1地区） 

一定の事

業効果の

発現が認

められる

（1地

区） 

森林の水源涵養機能等を維持させていくため、施設の維持管理を行う

とともに、森林整備の適切な実施及び地域防災対策との連携に努める。 

5 
森林環境保全整備事業
（補助）（6地区） 

一定の事

業効果の

発現が認

められる

（6地

区） 

森林の水源涵養機能等を維持させていくため、施設の維持管理を行う

とともに、森林整備の適切な実施に努める。 

6 
森林居住環境整備事業
（補助）（5地区） 

一定の事

業効果の

発現が認

められる

（5地

区） 

森林の水源涵養機能等を維持させていくため、施設の維持管理を行う

とともに、森林整備の適切な実施に努める。 

 
表 16－(16) 水産関係公共事業を対象として評価を実施した政策（完了後）（平成 28 年 8 月 31 日、平成 29 年３月

31 日公表） 
政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト（農林水産省の完了後・終了時の政策を対象とする

政策評価（事後評価）） 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/kanryogo/maff.html）参照 

№ 政策の名称 
政策評価

の結果 
政策評価の結果の政策への反映状況 

1 
直轄特定漁港漁場整備

事業（直轄）（3地区） 

一定の事

業効果の

発現が認

められる

（3地

区） 

衛生管理対策の強化等による地域水産業の競争力強化に努める。 

2 
水産物供給基盤整備事
業（補助）（18 地区） 

一定の事

業効果の

発現が認

められる

波浪や潮位等、自然条件の変化に伴い機能が低下している施設の強化

等に努める。 
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（18 地

区） 

3 
水産資源環境整備事業
（補助）（6地区） 

一定の事

業効果の

発現が認

められる

（6地

区） 

海域の資源・環境変動に対応していくため、モニタリングの実施や関

係者の取組との連携体制の構築に努める。 

4 
漁村総合整備事業（補
助）（1地区） 

一定の事

業効果の

発現が認

められる

（1地

区） 

平成23年度より補助対象となった機能診断・機能保全計画策定を活用

して、維持管理手法・体制づくりの推進に努める。 

 

表 16－(17) 研究開発を対象として評価を実施した政策（完了後）（平成 28 年 8 月 31 日、平成 29 年３月 31 日公

表） 
政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト（農林水産省の完了後・終了時の政策を対象とする

政策評価（事後評価）） 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/kanryogo/maff.html）参照 

№ 政策の名称 
政策評価

の結果 
政策評価の結果の政策への反映状況 

1 
農林水産業の革新的技

術緊急展開事業 

概ね目的 
を達成し 
た。 

研究結果を今後の研究開発課題の企画・立案に適切に反映するととも

に、成果の普及・実用化を推進する。 

2 

農林水産業におけるロ

ボット技術研究開発事

業 

概ね目的 
を達成し 
た。 

研究結果を今後の研究開発課題の企画・立案に適切に反映するととも

に、成果の普及・実用化を推進する。 

3 
農林水産業・食品産業

科学技術研究推進事業 

目的の達

成がやや

不十分だ

った。 

研究結果を今後の研究開発課題の企画・立案に適切に反映するととも

に、成果の普及・実用化を推進する。 

4 
食料生産地域再生のた

めの先端技術展開事業 

目的の達

成がやや

不十分だ

った。 

研究結果を今後の研究開発課題の企画・立案に適切に反映するととも

に、成果の普及・実用化を推進する。 

5 

ゲノム情報を活用した

農産物の次世代生産基

盤技術の開発プロジェ

クト（うち「ゲノム情

報等を活用した薬剤抵

抗性管理技術の開発」

概ね目的 
を達成し 
た。 

研究結果を今後の研究開発課題の企画・立案に適切に反映するととも

に、成果の普及・実用化を推進する。 
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を除く） 

6 

食品の安全性と動物衛

生の向上のためのプロ

ジェクト 

概ね目的 
を達成し 
た。 

研究結果を今後の研究開発課題の企画・立案に適切に反映するととも

に、成果の普及・実用化を推進する。 

 
表 16－(18) 租税特別措置等を対象として評価を実施した政策（4 措置 9 評価書）（平成 28 年８月 31 日公表） 
政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト（農林水産省の租税特別措置等を対象とする政策評

価） 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/sotoku/maff.html）参照 

№ 政策の名称 
政策評価

の結果 
政策評価の結果の政策への反映状況 

1 

特定住宅地造成事業等

のために土地等を譲渡し

た場合の譲渡所得の特

別控除 

 【引き続き推進】 

評価結果を踏まえ、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した

場合の譲渡所得の特別控除（食品流通構造改善促進法の認定計画に基

づく食品商業集積施設整備事業の用に供する土地として地方公共団体

の出資を受けた事業実施法人に土地を譲渡した場合）について、引き

続き継続する方針とした。 
 

 (ア) 食品流通構造改善

促進法の認定計画に基

づく食品商業集積施設

整備事業の用に供する

土地として地方公共団

体の出資を受けた事業

実施法人に土地を譲渡

した場合 

継続が妥

当 

(イ) 農業経営基盤強化

促進法の協議に基づく

買い入れ協議により農

地保有合理化法人又は

農地利用集積円滑化団

体に買い取られる場合 

継続が妥

当 

【引き続き推進】 

評価結果を踏まえ、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した

場合の譲渡所得の特別控除（農業経営基盤強化促進法の協議に基づく

買い入れ協議により農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体

に買い取られる場合）について、引き続き継続する方針とした。 

(ウ) 農業協同組合法に

規定する宅地等供給事

業に基づき、組合が特

定宅地造成事業等のた

めに土地を譲渡した場

合 

継続が妥

当 

【引き続き推進】 

評価結果を踏まえ、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した

場合の譲渡所得の特別控除（農業協同組合法に規定する宅地等供給事

業に基づき、組合が特定宅地造成事業等のために土地を譲渡した場

合）について、引き続き継続する方針とした。 

2 

換地処分等に伴い資産

を取得した場合の課税

の特例 

継続が妥

当 

【引き続き推進】 

評価結果を踏まえ、換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特

例について、引き続き継続する方針とした。 

3 

特定土地区画整理事業

等のために土地等を譲

渡した場合の譲渡所得

の特別控除 

継続が妥

当 

【引き続き推進】 

評価結果を踏まえ、特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡し

た場合の譲渡所得の特別控除について、引き続き継続する方針とし

た。 
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4 

農地保有の合理化等の

ために農地等を譲渡した

場合の譲渡所得の特別

控除 

 

【引き続き推進】 

評価結果を踏まえ、農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場

合の譲渡所得の特別控除（農用地区域内の農用地等について農業委員

会のあっせん若しくは農用地利用集積計画により譲渡又は農地売買等

事業により農地中間管理機構若しくは農地利用集積円滑化団体に譲

渡）について、引き続き継続する方針とした。 
(ア) 農用地区域内の農

用地等について農業委

員会のあっせん若しく

は農用地利用集積計画

により譲渡又は農地売 
買等事業により農地中

間管理機構若しくは農

地利用集積円滑化団体

に譲渡 

継続が妥

当 

(イ) 農業振興地域の整

備に関する法律に基づ

く市町村の勧告等が行

われ、土地所有者がこ

れに従って土地を譲渡

する場合 

継続が妥

当 

【引き続き推進】 

評価結果を踏まえ、農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場

合の譲渡所得の特別控除（農業振興地域の整備に関する法律に基づく

市町村の勧告等が行われ、土地所有者がこれに従って土地を譲渡する

場合）について、引き続き継続する方針とした。 

 (ウ) 特定農山村地域に

おける農林業等の活性

化のための基盤整備の

促進に関する法律の定

めるところにより、農

林地等を譲渡した場合 

継続が妥

当 

【引き続き推進】 

評価結果を踏まえ、農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場

合の譲渡所得の特別控除（特定農山村地域における農林業等の活性化

のための基盤整備の促進に関する法律の定めるところにより、農林地

等を譲渡した場合）について、引き続き継続する方針とした。 

 (エ) 地域森林計画の対

象とされた土地を譲渡

した場合、又は、都道

府県知事のあっせんに

より、林業経営改善計

画の認定を受けた者に

林地を譲渡した場合 

継続が妥

当 

【引き続き推進】 

評価結果を踏まえ、農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場

合の譲渡所得の特別控除（地域森林計画の対象とされた土地を譲渡し

た場合、又は、都道府県知事のあっせんにより、林業経営改善計画の

認定を受けた者に林地を譲渡した場合）について、引き続き継続する

方針とした。 

 
表 16－(19) 総合評価方式により評価を実施した政策（平成 29 年３月 16 日公表） 
政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト（農林水産省の一般分野の政策を対象とする政策評

価（総合評価方式）） 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/ippansogo/maff.html）参照 

№ 政策の名称 
政策評価

の結果 
政策評価の結果の政策への反映状況 

1 

気候変動に対する緩和・

適応策の推進及び生物

多様性の保全・利用 

継続が妥

当 

【引き続き推進】 
評価結果を踏まえ、全体として講ずべき施策は各種政府計画に照らし

て順調に進捗していると判断できるものの、世界的には気候変動によ
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る影響及び生物多様性の損失が継続していることから、我が国におい

ても引き続き各種計画の見直し等を行い、一層の取組を進める。
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